
15 広報さかわ　R2.11 14広報さかわ　R2.11

■個人住民税の主な改正点■個人住民税の主な改正点

令和 3 年度から適用される個人住民税の主な改正点についてのお知らせ
◆基礎控除の改正
・基礎控除が一律 10 万円引き上げられます。
・�合計所得金額が 2,400 万円超えると、その金額に応じて基礎控除が段階的に減少し、2,500 万円
を超えると基礎控除が適用されません。

◆給与所得控除の改正
・給与所得控除額が一律 10 万円引き下げられます。
・給与所得控除額の上限が 195 万円に引き下げられます。
・給与所得控除の上限額が適用される給与等の収入金額が 850 万円に引き下げられます。

◆公的年金控除の改正
・公的年金等控除額が一律 10 万円引き下げられます。
・公的年金等控除額の上限が 195 万 5千円に定められました。
・�公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が、1,000 万円を超える場合は、その所
得額に応じて公的年金等控除額が段階的に減額されます。

65 歳未満の場合

合計所得金額
基礎控除額

改正後 改正前
2,400 万円以下 43 万円

33 万円
（所得制限なし）

2,400 万円超 2,450 万円以下 29 万円
2,450 万円超 2,500 万円以下 15 万円
2,500 万円超 適用なし

給与等の収入金額
(A)

給与所得控除額
改正後 改正前

162万 5千円以下 55 万円 65 万円
162 万 5千円超 180万円以下 (A) × 40％－ 10 万円 (A) × 40％
180 万円超 360万円以下 (A) × 30％＋ 8 万円 (A) × 30％＋ 18万円
360万円超 660万円以下 (A) × 20％＋ 44 万円 (A) × 20％＋ 54万円
660万円超 850万円以下 (A) × 10％＋ 110 万円 (A) × 10％＋ 120 万円
850 万円超 1,000 万円以下 195 万円 (A) × 10％＋ 120 万円
1,000 万円超 195 万円 220 万円

公的年金等の
収入金額
(A)

公的年金等控除額
改正後 

【公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額】
改正前

1,000 万円以下
1,000 万円超 

2,000 万円以下
2,000 万円超 区分なし

130万円以下 60 万円 50 万円 40 万円 70 万円

130 万円超 410万円以下
(A) × 25％＋ 
27 万 5 千円

(A) × 25％＋ 
17 万 5 千円

(A) × 25％＋ 
7 万 5 千円

(A) × 25％＋
37 万 5千円

410万円超 770万円以下
(A) × 15％＋ 
68 万 5 千円

(A) × 15％＋ 
58 万 5 千円

(A) × 15％＋ 
48 万 5 千円

(A) × 15％＋
78 万 5千円

770万円超1,000万円以下
(A) × 5％＋ 
145 万 5 千円

(A) × 5％＋ 
135 万 5 千円

(A) × 5％＋ 
125 万 5 千円 (A) × 5％＋

155 万 5千円
1,000 万円超 195 万 5 千円 185 万 5 千円 175 万 5 千円

65 歳以上の場合

◆非課税基準・所得控除等の適用に係る合計所得金額要件等の改正

公的年金等の
収入金額
(A)

公的年金等控除額
改正後 

【公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額】
改正前

1,000 万円以下
1,000 万円超 

2,000 万円以下
2,000 万円超 区分なし

330万円以下 110 万円 100 万円 90 万円 120 万円

330 万円超 410万円以下 (A) × 25％＋ 
27 万 5 千円

(A) × 25％＋ 
17 万 5 千円

(A) × 25％＋ 
7 万 5 千円

(A) × 25％＋
37 万 5千円

410万円超 770万円以下 (A) × 15％＋ 
68 万 5 千円

(A) × 15％＋ 
58 万 5 千円

(A) × 15％＋ 
48 万 5 千円

(A) × 15％＋
78 万 5千円

770万円超1,000万円以下 (A) × 5％＋ 
145 万 5 千円

(A) × 5％＋ 
135 万 5 千円

(A) × 5％＋ 
125 万 5 千円 (A) × 5％＋

155 万 5千円
1,000 万円超 195 万 5 千円 185 万 5 千円 175 万 5 千円

要件等 改正後 改正前

同一生計配偶者及び扶養親族の合
計所得金額要件 48 万円以下 38 万円以下

配偶者特別控除に係る配偶者の合
計所得金額要件 48 万円超 133 万円以下 38 万円超 123万円以下

勤労学生控除の合計所得金額要件 75 万円以下 65 万円以下

障害者・未成年者・寡婦及びひと
り親に対する個人住民税の非課税
措置の合計所得金額要件

135 万円以下 125 万円以下

ひとり親に係る生計を一にする子
の総所得金額等要件 48 万円以下 38 万円以下

雑損控除に係る親族の
総所得金額等要件 48 万円以下 38 万円以下

家内労働者等の事業所得等の特例
について、必要経費に算入する金
額の最低保障額

55 万円 65 万円

均等割の非課税限度額の
合計所得金額
( 非課税となる方 )

同一生計配偶者及び扶養親族が
ない方 ･･･28 万円＋ 10 万円

同一生計配偶者及び扶養親族がな
い方･･･合計所得金額が28万円

同一生計配偶者及び扶養親族が
ある方 ･･･28 万円×（同一生計
配偶者＋扶養 親族の数＋ 1）＋
10 万円＋ 16 万 8 千円

同一生計配偶者及び扶養親族があ
る方･･･28万円×（同一生計配偶者
＋扶養親族の数＋1）＋16万8千円

所得割の非課税限度額の
総所得金額等
( 均等割のみ課税される方 )

同一生計配偶者及び扶養親族が
ない方 ･･･35 万円＋ 10 万円

同一生計配偶者及び扶養親族がな
い方･･･総所得金額等が35万円

同一生計配偶者及び扶養親族が
ある方 ･･･35 万円×（同一生計
配偶者＋扶養 親族の数＋ 1）＋
10 万円＋ 32 万円

同一生計配偶者及び扶養親族があ
る方･･･35万円×（同一生計配偶者
＋扶養親族の数＋1）＋32万円
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■個人住民税の主な改正点■個人住民税の主な改正点

◆所得金額調整控除の創設
(1)給与等の収入金額が 850 万円を超え、次のいずれかに該当する場合には、給与等の収入金額
（1,000 万円を超える場合は 1,000 万円）から 850 万円を控除した金額の 10％に相当する金額
が、給与所得の金額から控除されます。
　１．本人が特別障害者に該当する
　２．年齢 23 歳未満の扶養親族を有する
　３．特別障害者である同一生計配偶者若しくは扶養親族を有する

《計算式》
所得金額調整控除額＝（給与等の収入額（1,000万円を超える場合は1,000万円）－850万円）×10％

(2)給与所得と公的年金等に係る雑所得の両方があり、その合計額が 10 万円を超える場合には、
給与所得及び公的年金等に係る雑所得（それぞれ 10万円を限度）の合計額から 10万円を控除
した残額が、給与所得金額から控除されます。

《計算式》
所得金額調整控除額=（給与所得（上限10万円）+公的年金等に係る雑所得（上限10万円））-10万円

◇調整控除の改正
前年の合計所得が 2,500 万円を超える場合、調整控除は適用されなくなります。

◇子どもの貧困に対応するための個人住民税の非課税措置の創設
婚姻歴や性別にかかわらず、生計を同じとする子（総所得金額等が 48 万円以下）を有するひと
り親について、前年の合計所得金額が 135 万円以下の場合に個人住民税を非課税とする措置が創
設されました。

問税務課国保住民税係　電話22-7704

◆未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦 ( 夫 ) 控除の改正

本人が
女性の
場合

配偶関係 死別 離別
本人所得

( 合計所得金額 ) 500 万円以下 500万円超 500万円以下 500万円超

扶養
親族

有
子 30 26 30 26

子以外 26 26 26 26

無 26 − − −

改正前 ( 単位：万円 )

本人が
女性の
場合

配偶関係 死別 離別 未婚
本人所得

( 合計所得金額 ) 500万円以下 500万円超 500万円以下 500万円超 500万円以下 500万円超

扶養
親族

有
子 30※ 1 − 30※ 1 − 30※ 1 −

子以外 26※ 2 − 26※ 2 − − −

無 26※ 2 − − − − −

改正後 ( 単位：万円 )

※ 1ひとり親控除、※ 2寡婦控除

本人が
男性の
場合

配偶関係 死別 離別
本人所得

( 合計所得金額 ) 500 万円以下 500万円超 500万円以下 500万円超

扶養
親族

有
子 26 − 26 −

子以外 − − − −

無 − − − −

改正前 ( 単位：万円 )

本人が
男性の
場合

配偶関係 死別 離別 未婚
本人所得

( 合計所得金額 ) 500万円以下 500万円超 500万円以下 500万円超 500万円以下 500万円超

扶養
親族

有
子 30※ 1 − 30※ 1 − 30※ 1 −

子以外 − − − − − −

無 − − − − − −

改正後 ( 単位：万円 )

※ 1ひとり親控除
※ひとり親控除、寡婦控除のいずれについても、住民票の続柄に「夫 ( 未届 )」「妻 ( 未届 )」の記
載がある場合は対象外となります。

佐川町では、特定健康診査の受診率向上に向けて取り組んでいます。

受診率があがると、交付金が給付され、皆さんの国保税負担の軽減につながります。
現在の受診率 (10 月時点 )

　　15.9%( 今年度の受診率目標 (48%) まで、あと 745人の受診が必要です！）
＼特定健康診査を受けるとこんなにお得／

1. 生活習慣病の早期発見につながります。
2. 高知家健康パスポート　ヘルシーポイントシール ( ピンク ) がもらえます！
3. 約 1万円の健診費用が無料で受けることができます。( 年度内 1回、40歳以上の方 )

高北病院で日曜健診を実施します！
日時：12月 6日 ( 日 )
場所：佐川町立高北国民健康保険病院
※国保に加入の方が対象
上記日程で都合が悪い方は、高北病院以外の医
療機関でも受診することができます。特定健診
受診券を利用すると無料で受診することができ

ますので、直接医療機関へお申し込みください。
※人間ドックを受診する場合も特定健診受診券
が使える場合があります。

今年度、受診がまだの方は、
11月 27日 ( 金 )までにお申し込みください！

問・申込先町民課保険年金係　電話22-7706

今月は特定健康診査受診勧奨推進強化月間です！
佐川町国保加入の皆様へ
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佐川町の給与・定員管理などの状況を公表します

( 注 )
⒈ ラスパイレス指数とは、全地方公共団体の一般行政職の給料月額を同一の基準で比較

するため、国の職員数（構成）を用いて、学歴や経験年数の差による影響を補正し、
国の行政職俸給表 ( 一 ) 適用職員の俸給月額を 100 として計算した指数。

⒉ 類似団体平均とは、人口規模、産業構造が類似している団体のラスパイレス指数を単
純平均したものである。
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募集種目 資格 受付期間 試験期日

自衛官候補生
(男子・女子)

一般的な
自衛官

18歳以上
33歳未満

年間を通じて行っています。

(学科、適性)
11月14日、12月12日、1月16
日、2月7日、3月6日
※口述、身体検査は別示

一般曹候補生
（陸上）
(男子・女子)

地域事務所へご確認下さい。 令和3年1月上旬を予定

陸上
自衛隊
高等工科
学校
生徒

一般 男子で中卒(見込含)
17歳未満の者

令和2年11月1日～
令和3年1月6日まで
(締切日必着)

1次：令和3年1月23日
2次：令和3年2月4日～7日
　　　（内1日を指定）

推薦
上記及び成績優秀かつ生徒会
活動などに顕著な実績を修め、
学校長が推薦できる者

令和2年11月1日～
令和2年11月30日まで
(締切日必着)

令和3年1月10日・令和3年1月
11日の指定する1日

2020 年自衛官採用案内

問佐川町役場総務課　電話22-7700、または自衛隊須崎地域事務所　電話0889-42-7186
　お気軽にご相談下さい。パンフレット等もございます。

広告

田村カルディオクリニック

広告

令
和
３
年
成
人
式

佐
川
町
で
は
、
次
の
と
お
り
成
人
式
を
行
い

ま
す
。
今
回
の
成
人
式
の
対
象
と
な
る
方
は
、

平
成
12
年
４
月
２
日
か
ら
平
成
13
年
４
月
１
日

ま
で
に
生
ま
れ
た
方
々
で
す
。
ぜ
ひ
ご
出
席
く

だ
さ
い
。
な
お
、
現
在
町
外
に
在
住
で
出
席
を

希
望
さ
れ
る
方
は
、
あ
ら
か
じ
め
住
所
・
氏
名
・

生
年
月
日
・
連
絡
先
を
教
育
委
員
会
ま
で
ご
連

絡
く
だ
さ
い
。

日
時
：
令
和
３
年
１
月
10
日(

日)

　
　
　

12
時
30
分
受
付
開
始

　
　
　

13
時
30
分
開
式

場
所
：
佐
川
町
立

桜
座

主
催
：
佐
川
町

< 

注
意
事
項 >

令
和
３
年
成
人
式
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル

ス
感
染
症
の
拡
散
防
止
の
た
め
、
父
兄
な
ど
一

般
来
場
者
の
方
は
会
場
へ
の
入
場
は
で
き
ま
せ

ん
。
ま
た
、
状
況
に
よ
っ
て
は
、
式
典
の
中
止

ま
た
は
内
容
の
変
更
を
行
う
場
合
が
あ
り
ま
す
。

新
成
人
の
方
は
、
P
10
掲
載
の
「
新
型
コ
ロ
ナ

ウ
イ
ル
ス
感
染
拡
大
防
止
に
ご
協
力
く
だ
さ

い
！
」
を
参
考
に
、
感
染
対
策
に
努
め
る
よ
う

に
し
て
く
だ
さ
い
。

問

佐
川
町
教
育
委
員
会

電
話
22-

１
１
１
０

メ
ー
ル
ア
ド
レ
スsk10010@

town.sakawa.lg.jp

佐
川
町
特
設
人
権
相
談
所

み
な
さ
ま
の
家
庭
や
職
場
、
地
域
社
会
な
ど
に
お
い

て
、
セ
ク
ハ
ラ
・
Ｄ
Ｖ(

夫
や
恋
人
な
ど
か
ら
の
暴
力)

・

い
じ
め
・
児
童
虐
待
な
ど
、
人
権
に
関
す
る
困
り
ご
と

に
つ
い
て
、
人
権
擁
護
委
員
が
相
談
に
応
じ
ま
す
。
相

談
は
無
料
で
、
秘
密
は
厳
守
さ
れ
ま
す
。
お
気
軽
に
ご

相
談
下
さ
い
。

日
時
：
12
月
３
日(

木)

10
時
～
15
時

　
　
　
（
12
時
～
13
時
は
お
休
み
）

場
所
：
佐
川
町
役
場

東
庁
舎
２
階
相
談
室

問

町
民
課

戸
籍
係　

電
話
22-

７
７
０
７

12
月
４
日
～
10
日
ま
で
は 

人
権
週
間
で
す

「
人
権
週
間
」
に
際
し
て
、「
く
ら
し
の
悩
み
ご
と
相

談
所
」
が
開
催
さ
れ
ま
す
。
人
権
擁
護
委
員
が
地
域
住

民
の
皆
さ
ん
の
様
々
な
悩
み
ご
と
の
相
談
を
お
受
け
い

た
し
ま
す
。

日
時
：
12
月
４
日(

金)

　
　
　

10
時
～
12
時
、
13
時
～
16
時

会
場
：
高
知
よ
さ
こ
い
咲
都
合
同
庁
舎　

７
Ｆ
会
議
室

相
談
担
当
者:

弁
護
士
資
格
を
有
す
る
人
権
擁
護
委
員

そ
の
他
：
事
前
予
約
制(

前
日
15
時
30
分
ま
で)
で
す
。

問
・
予
約
先

高
知
地
方
法
務
局

人
権
擁
護
課

電
話
０
８
８-

８
２
２-

３
５
０
３

令和 2 年度佐川町人権フェスティバルの開催中止のお知らせ
11 月 28 日に開催を予定しておりました佐川町人権フェスティバルは新型コロナウイルス感

染拡大防止の観点および参加者の皆さまの健康と安全を考慮し、開催を中止することとしまし
た。楽しみにしていただいていた方には大変申し訳ございませんが、ご理解賜りますようよろ
しくお願い申し上げます。問町民課戸籍係　電話22-7707

−おしらせ−おしらせ

講演会のお知らせ
『セルボーン博物誌』( 西谷退三訳 ) の著者
ギルバート・ホワイト生誕 300 年に寄せて
日時：12月 6日 ( 日 )13 時 30分～
場所：名教館　　参加費：無料
講師：セルボーニアン・青山文庫研究員井沢浩一氏
内容：セルボーンの紹介とギルバート・ホワイトのこと、西谷退三のことなど

問・申込先牧野富太郎ふるさと館　電話20-9800※月曜日休館　先着 25名

ギルバート・ホワイト 西谷退三


